
第24期定時株主総会
その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）

事業報告
企業集団の現況に関する事項のうち以下の項目
・主要な事業内容
・主要な事業所
・従業員の状況
・主要な借入先の状況
・その他企業集団の現況に関する重要な事項

株式に関する事項
新株予約権等に関する事項
会計監査人に関する事項
会社の体制および方針

連結計算書類
連結株主資本等変動計算書
連結注記表

計算書類
貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
会計監査人の監査報告書
監査等委員会の監査報告書

（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

上記の事項につきましては、法令および当社定款第16条第２項の規定に基づき、書面交付請求を
いただいた株主様に対して交付する書面への記載を省略しております。



企業集団の現況に関する事項

１．主要な事業内容
当社グループは、以下の内容を主要な事業としております。

大型フォトマスク事業 大型フォトマスクの設計・製造・販売

ソリューション事業 ＲＦＩＤ製品、ヘルスケア製品の設計・製造・販売

スクリーンマスク・メタルマスク事業 スクリーンマスク・メタルマスクの製造・販売

２．主要な事業所

株式会社
エスケーエレクトロニクス

本 社 京都市上京区東堀川通リ一条上ル竪富田町436番地の２

京 都 工 場 京都府久世郡久御山町下津屋富ノ城62番地１

滋 賀 工 場 滋賀県甲賀市水口町ひのきが丘38番

頂 正 科 技 股 份 有 限 公 司
本 社 工 場 南部科學園區台南市善化區環東路２段45號

台 北 支 社 台北市中山區中山北路二段96號Ｎ517室（嘉新第二大楼）

SKE KOREA CO.,LTD. 本 社 忠淸南道天安市西北区東西大路129-12番地５階505号

愛史科電子貿易（上海）有限公司 本 社 上海市長寧区古北路666号 嘉麒大厦1901Ａ号室

ア サ ヒ テ ッ ク 株 式 会 社 本 社 愛知県瀬戸市日の出町１

３．従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

437名 50名増 42.4歳 11.9年

（注）1. 従業員数には、臨時従業員159名（期中平均雇用人員）は含んでおりません。
2. 従業員数増加の主な理由は、アサヒテック株式会社を連結子会社としたことによるものであります。

４．主要な借入先の状況
該当事項はありません。

５．その他企業集団の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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株式に関する事項

１．発行可能株式総数 32,760,000株
２．発行済株式の総数 11,368,400株
３．株主数 11,973名
４．大株主

株 主 名 持 株 数（株） 持 株 比 率（％）
株 式 会 社 写 真 化 学 733,200 6.96

株 式 会 社 ニ コ ン 568,400 5.39

株 式 会 社 京 都 銀 行 356,200 3.38

株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 315,000 2.99

石 田 昌 德 311,200 2.95

石 田 敬 輔 300,200 2.85

株 式 会 社 石 田 産 業 277,400 2.63

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 251,200 2.38

石 井 良 明 242,600 2.30

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 226,100 2.14

（注）1. 当社は、自己株式 837,793株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。なお、自己株式に
は、役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式146,400株は含めておりません。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

５．当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
該当事項はありません。

６．その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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会計監査人に関する事項

１．会計監査人の名称
ＰｗＣ Ｊａｐａｎ有限責任監査法人

２．当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当社の公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額 30,950千円

当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 30,950千円

（注）1. 上記報酬等の額は、会社法に基づく監査および金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区別す
ることができないため、その合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人に対する上記報酬等の額について、会計監査人の監査計画、前事業年度におけ
る職務の遂行状況、見積り額の妥当性等を考慮した結果、相当と判断し、同意いたしております。

3. 当社の連結子会社である頂正科技股份有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けておりま
す。

３．会計監査人が行った非監査業務（公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務）の内容
該当事項はありません。

４．責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

５．補償契約の内容の概要
該当事項はありません。

６．会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合

は、監査等委員全員の合意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定し
た監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を
報告いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その

必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の目的事項とすることといた
します。

７．連結子会社の会計監査人に関する事項
頂正科技股份有限公司の会計監査人 勤業衆信聯合会計師事務所
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会社の体制および方針

１．取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保
するための体制

（1）取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
コンプライアンス体制および内部統制の充実・強化を図るため、コンプライアンス委員会や内部統

制・コンプライアンス推進グループを設置するなど、組織体制の整備を行っております。また、「エス
ケーエレクトロニクス行動規範」や公益通報者保護法に基づく「内部通報保護規程」を制定するなど、
取締役および社員が法令や定款、社内の諸規程等を遵守するための体制を整備しております。
これらの体制に基づく業務執行の状況を確認するため、監査等委員会および監査室は、当社が定め

る「監査等委員会規則」および「内部監査規程」に基づき、業務執行の適法性や妥当性、効率性を監
査しております。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
「文書管理規程」および「機密情報管理規程」を制定し、これらの規程に基づき取締役会議事録、稟
議書、その他重要な取締役の職務執行に係る情報を適正に保存および管理しております。なお、取締
役および監査等委員は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」を制定し、経営危機の現実化を未然に防止するため、リスク管理委員会におい
て、リスクの所在・種類等を把握し、組織横断的な管理体制を推進しております。また、経営危機発
生時においては、同規程に基づき対応を行います。
なお、経営危機管理の一環として、当社事業所が所在する各地域で突発的な重大災害事故等が発生

した場合に備え、事業継続のための「事業継続計画（ＢＣＰ）」を策定し、緊急時の体制を整備してお
ります。
また、対外的なリスクに関しては、顧問弁護士等と十分相談のうえ対応しております。

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
「経営理念」に基づき、全社的な目標として中期経営計画を策定し、この目標達成に向けて各部門が
実施すべき具体的な目標を定め、かつ社員一人ひとりの業務目標の管理を行うことで、効率的な業務
運営の実施を図っております。また、毎月の取締役会において、業務の報告を行い、目標管理を行っ
ております。
職務の執行に関しては、「職務分掌規程」や「職務権限規程」を制定し、これらの社内規程に基づ

き、適時的確な意思決定を図っております。特に全社的に影響を及ぼす重要事項については、取締役
会の前に経営会議にて審議し、多面的な検討を行い、慎重に判断する体制をとっております。
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（5）企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、「関係会社管理規程」を制定し、同規程に基づき、関係会社の自主性を尊重しつつも、当該

関係会社が重要事項の決定を行う際には、当社の承認、協議、報告を要することとしております。
また、関係会社の主要ポストには、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）や社員を派遣

し、適宜、当社取締役会等に対して経営状況の報告を義務付ける他、定期的に当社監査等委員会およ
び監査室による関係会社の監査を実施し、企業集団における業務の適正化を図っております。

（6）監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、この項において同じ。）および社員は、監査等委
員会に対して法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす重要事項、内部監査の実施状況、
「内部通報保護規程」による内部通報の状況およびその内容を報告するものとしております。また、
監査等委員会による各取締役および重要な社員への個別ヒアリングの機会を随時設けるとともに、
代表取締役、会計監査人それぞれとの間で、定期的に意見交換会を開催する体制をとっておりま
す。

② 取締役および社員ならびに「関係会社管理規程」に定める関係会社の役員および社員は、当社およ
び関係会社の業務または業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、
当社および関係会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、またはこれ
らの者から報告を受けた者は報告を受けたとき、当社の監査等委員会に速やかに報告します。
当社または関係会社は、これらの報告をした者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うこ
とを禁止し、当社取締役および社員ならびに関係会社の役員および社員に周知徹底いたします。

③ 監査等委員会を補助すべき体制については、監査等委員会からの要請があり次第、監査等委員会の
指示に従って職務を実施し、その職務について取締役の指揮命令を受けないスタッフを配すること
としております。さらに、当該スタッフに対し、就業規則に基づく懲戒を行う場合には、予め監査
等委員会の同意を要することとしております。

④ 監査等委員が正当な職務執行のため当社に対し費用の前払、償還、もしくは債務の処理を請求した
場合、「経理規程」に基づき公正かつ適正にこれらを処理いたします。

（7）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制整備
当社は、「反社会的勢力対応規程」を制定し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力お

よび団体とは一切関係を持たず、反社会的勢力および団体からの要求を断固拒否し、これらと係わり
ある企業・団体・個人とはいかなる取引も行わない方針を堅持しております。
また、反社会的勢力に対する対応は、管理本部が統括し、弁護士、所轄警察署や関連団体との連携

を図り、社内体制の整備強化を推進しております。
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２．当事業年度における運用状況の概要
当事業年度における上記体制の運用状況は、以下のとおりであります。

（1）取締役および使用人の職務執行について
当事業年度においては、13回の取締役会を開催し、経営方針、経営戦略に係る重要事項の決定、各

取締役の職務執行状況についてのモニタリングを行いました。具体的には、経営計画、重要な設備投
資、各事業部門の業績検証、資本効率に関する検証等を行っております。
また、コンプライアンス委員会を７回開催し、当社のコンプライアンスを推進するうえでの課題の

把握とその改善を行っております。なお、コンプライアンスの啓蒙活動として、コンプライアンス研
修を実施しており、当事業年度においては、マタニティハラスメント防止、下請代金支払遅延等防止
法およびコンプライアンス違反防止のための基礎事例に関する研修を実施しております。
その他、サステナビリティ委員会を７回開催し、サステナビリティに関する課題への取り組みを推

進しております。

（2）損失の危険の管理について
リスク管理委員会を７回開催し、事業運営上のリスクの洗出しやその防止策の検討を行っておりま

す。当事業年度においては、情報セキュリティリスク、労務リスク等に関する検討を実施しておりま
す。

（3）関係会社管理について
毎月開催する取締役会および経営会議において、関係会社より業績その他の業務執行状況について

報告を受けるとともに、「関係会社管理規程」に基づき、経営戦略、重要な設備投資に係る事項につい
て決定を行っております。

（4）監査等委員会の職務の執行について
監査等委員は、取締役会への出席、毎月開催する経営会議への常勤監査等委員の出席等を通じて業

務執行の報告を受けるとともに、内部監査部門との連携による内部統制の有効性に関する検証、会計
監査人との連携による財務報告の適切性の検証を行っております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の記載金額および株数は、表示の数値未満を切り捨てております。
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連結株主資本等変動計算書
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

2024 年 10 月 １ 日 残 高 4,109,722 4,277,483 21,940,860 △1,185,939 29,142,127

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,147,838 △1,147,838

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,731,041 2,731,041

自 己 株 式 の 取 得 △60 △60

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 ― ― 1,583,203 △60 1,583,142

2025 年 ９ 月 30 日 残 高 4,109,722 4,277,483 23,524,064 △1,185,999 30,725,270

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
為替換算
調整勘定 繰延ヘッジ損益 その他の包括

利益累計額合計

2024 年 10 月 １ 日 残 高 566,727 2,459,208 ― 3,025,936 32,168,063

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △1,147,838

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 2,731,041

自 己 株 式 の 取 得 △60

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額) 188,337 648,751 2,630 839,719 839,719

連結会計年度中の変動額合計 188,337 648,751 2,630 839,719 2,422,862

2025 年 ９ 月 30 日 残 高 755,065 3,107,959 2,630 3,865,655 34,590,925

― 7 ―



連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

（1）連結子会社の名称等

連結子会社は、頂正科技股份有限公司、SKE KOREA CO.,LTD.、愛史科電子貿易（上海）有限公司、アサヒテック株式会社の４社で

あります。アサヒテック株式会社は2025年４月30日の株式取得に伴い、当連結会計年度より連結子会社となりました。

（2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社は、上海愛史科商貿有限公司、Asahitec America Corporation、Asahitec Stencils Pvt., Ltd.であります。

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

前項１（2）の非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法を適用しておりません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、愛史科電子貿易（上海）有限公司の決算日は12月31日、アサヒテック株式会社の決算日は３月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

4. 会計方針に関する事項

（1）重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しておりま

す。）

市場価格のない株式等 総平均法による原価法

② デリバティブ取引により生じる債権および債務

時価法

③ 棚卸資産

商品及び製品、仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品 月別総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

（2）重要な減価償却資産の減価償却方法

① 有形固定資産

（リース資産を除く）

当社は機械装置については定額法、その他の資産については定率法を採用しております。ただし、1998

年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を採用しております。

また、連結子会社は主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 15〜38年

機械装置及び運搬具 ５年

② 無形固定資産

（リース資産を除く）

当社および連結子会社は定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。顧客

関連資産については、その効果の発現する期間（10年）に基づいております。

③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

（3）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金 当社および連結子会社は債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上しております。
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③ 役員株式給付引当金 株式交付信託による役員への当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に付与されたポ

イントに応じた株式の交付見込額を計上しております。

（4）退職給付に係る会計処理の方法

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする

方法を用いた簡便法を適用しております。なお、年金資産が、退職給付債務を超過する場合には、退職給付に係る資産として投資その

他の資産に計上しております。

（5）重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは大型フォトマスクの設計・製造・販売を主な事業内容とし、国内取引については、出荷時から当該製品の支配が顧客

に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。海外取引については、国際規則に定められた

貿易取引条件に基づき、リスク負担が顧客に移転したときに収益を認識しております。なお、顧客との合意に基づく支払条件により支

払を受けております。

（6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在

外子会社の資産及び負債は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

（7）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約について、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

外貨建予定取引の為替変動リスクを回避する目的で為替予約を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較

し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

（8）のれんの償却方法及び償却期間

10年間の定額法により償却しております。

（9）その他連結計算書類作成のための重要な事項

記載金額の表示 千円未満を切り捨てて表示しております。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等

を当連結会計年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分（その他の包括利益に対する課税）に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経

過的な取扱いおよび「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2022年10月28日）第65−２項(2)ただし書き

に定める経過的な取扱いに従っております。なお、当該会計方針の変更による連結計算書類への影響はありません。
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Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産の回収可能性）

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 21,273千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループでは、繰延税金資産は将来の合理的な課税所得の見積額に基づき、回収可能性が認められる金額を計上しております。繰

延税金資産の回収可能性における重要な仮定は、事業環境や市場環境等を考慮した事業計画を基礎とする課税所得の見積りであります。

今後、課税所得の見積りの基礎となる事業環境等の変化により、課税所得の見積りに変化が生じた場合、回収可能性が認められる繰延

税金資産の金額が変動する結果となり、税金費用が増加もしくは減少し、翌連結会計年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす

可能性があります。

Ⅳ．連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 55,323,820千円

2. 担保資産

担保に供している資産

建物及び構築物 865,167千円

土地 427,400千円

投資その他の資産 その他（長期預金） 95,939千円

計 1,388,506千円

（注）当連結会計年度末において対応する債務はありません。

Ⅴ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 11,368,400株 ―株 ―株 11,368,400株

2. 自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首 増 加 減 少 当連結会計年度末

普通株式 984,172株 21株 ―株 984,193株

役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式（当連結会計年度期首146,400株、当連結会計年度末146,400株）が自己株式に含まれ
ております。
（変動事由の概要）

自己株式の普通株式の増減数の内訳は以下のとおりであります。
単元未満株式の買取による増加 21株

3. 剰余金の配当に関する事項

（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力

発生日

2024年12月24日
定時株主総会 普通株式 1,147,838千円 109円 2024年

９月30日
2024年
12月25日

配当金の総額には、役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式146,400株に対する配当金15,957千円が含まれております。

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力

発生日

2025年12月19日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 1,368,978千円 130円 2025年

９月30日
2025年
12月22日

配当金の総額には、役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式146,400株に対する配当金19,032千円が含まれております。
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Ⅵ．金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、一時的な余資を主に安全性の高い金融資産で運用しております。短期的な運転資金については銀行借入により調達し

ており、設備購入資金については設備投資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。デリバティブ取引は、将来

の為替変動リスクを回避することを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

（2）金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、主に顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建ての営業債権は、為

替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、４ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動

リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建予定取引に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッ

ジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、「Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本とな

る重要な事項に関する注記等 4.会計方針に関する事項 (7) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、主要取引先の定期的なモニタリングや、取引相手ごとに期日および残高を管理するこ

とにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

外貨建ての営業債権債務については、通貨別に為替の変動リスクを把握し、そのリスクの程度に応じて随時決済方法を検討し、実

施しております。投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関

係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引の基本方針や範囲、運用管理体制等を定めた社内規程に従い、担当部署が決裁担

当者の承認を得て行っております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

各部署からの報告に基づき経理部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを

管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年９月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、市場価格のない株

式等は次表には含めておりません（(注)参照）。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形

及び買掛金、電子記録債務については短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

連結貸借対照表
計上額（千円） 時価（千円） 差額（千円）

投資有価証券

その他有価証券 1,139,629 1,139,629 ―

資 産 計 1,139,629 1,139,629 ―

デリバティブ取引（※） 3,785 3,785 ―

（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で表示しており
ます。

（注）市場価格のない株式等

連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 328,412

関係会社出資金
（投資その他の資産「その他」） 76,581
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3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれに属するレベルのうち、時

価の算定における優先順位が最も低いレベルの時価に分類しております。

時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 1,139,629 ― ― 1,139,629

デリバティブ取引

通貨関連 ― 3,785 ― 3,785

資 産 計 1,139,629 3,785 ― 1,143,414

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式の時価は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル１の時価に分

類しております。
デリバティブ取引
為替予約の時価については、為替レート等の観察可能なインプットに基づいて算定しており、レベル２の時価に分類しております。

Ⅶ．収益認識に関する注記

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報
（単位：千円）

報告セグメント
合計

大型フォトマスク事業 ソリューション事業 スクリーンマスク・
メタルマスク事業

日本 2,622,442 84,354 315,888 3,022,685

中国 17,772,950 ― 1,520 17,774,471

台湾 3,644,987 ― 756 3,645,743

韓国 4,736,191 ― ― 4,736,191

その他 ― ― 8,108 8,108

海外 26,154,130 ― 10,384 26,164,514

顧客との契約から生じる収益 28,776,572 84,354 326,273 29,187,200

外部顧客への売上高 28,776,572 84,354 326,273 29,187,200

2. 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「Ⅰ．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 4. 会計方針に関す

る事項（5）重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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3. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

（1）契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権及び契約負債は以下のとおりであります。
（単位：千円）

当連結会計年度（期首） 当連結会計年度（期末）

顧客との契約から生じた債権 6,651,955 8,739,096

契約負債 15,590 ―

当連結会計年度に認識された収益の額のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、15,590千円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引価格

当社および連結子会社では、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略し

ております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

Ⅷ．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 3,331円11銭

2. １株当たり当期純利益 263円00銭
（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控

除する自己株式に含めております（当連結会計年度146,400株）。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算にお
いて控除する自己株式に含めております（当連結会計年度146,400株）。

Ⅸ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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貸 借 対 照 表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（資 産 の 部） （負 債 の 部）
流 動 資 産 16,168,487 流 動 負 債 5,656,746
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具、 器 具 及 び 備 品
土 地
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
関 係 会 社 出 資 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

5,488,184
358

74,613
6,294,924
212,805
166,712

2,325,911
90,616

1,516,661
△2,300

18,813,808
11,288,410
2,346,996
28,023

6,355,096
99,171

1,667,702
791,419
121,621
117,880
3,740

7,403,776
1,169,599
5,842,675
100,000
122,059
169,441

支 払 手 形 267,718
電 子 記 録 債 務 1,700,116
買 掛 金 2,098,854
未 払 金 489,169
未 払 費 用 434,106
未 払 法 人 税 等 283,576
預 り 金 58,510
役 員 賞 与 引 当 金 51,366
そ の 他 273,328

固 定 負 債 217,462
役 員 株 式 給 付 引 当 金 179,080
そ の 他 38,382

負 債 合 計 5,874,208
（純 資 産 の 部）

株 主 資 本 28,350,391
資 本 金 4,109,722
資 本 剰 余 金 4,521,449
資 本 準 備 金 4,335,413
そ の 他 資 本 剰 余 金 186,035
利 益 剰 余 金 20,905,219
利 益 準 備 金 21,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 20,883,719
別 途 積 立 金 9,900,000
繰 越 利 益 剰 余 金 10,983,719

自 己 株 式 △1,185,999
評価・換算差額等 757,696
その他有価証券評価差額金 755,065
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2,630
純 資 産 合 計 29,108,087

資 産 合 計 34,982,296 負 債 及 び 純 資 産 合 計 34,982,296
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損 益 計 算 書
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 20,710,114
売 上 原 価 16,171,949
売 上 総 利 益 4,538,164
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2,404,925
営 業 利 益 2,133,239
営 業 外 収 益
受 取 配 当 金 436,994
不 動 産 賃 貸 料 34,213
技 術 指 導 料 42,478
為 替 差 益 59,145
そ の 他 25,391 598,222

営 業 外 費 用
支 払 利 息 4,333
不 動 産 賃 貸 原 価 9,757
支 払 手 数 料 113,000
そ の 他 288 127,379

経 常 利 益 2,604,083
特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 533 533

税 引 前 当 期 純 利 益 2,603,549
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 625,928
法 人 税 等 調 整 額 58,450 684,378
当 期 純 利 益 1,919,170
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株主資本等変動計算書
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金
合 計

2024年10月１日残高 4,109,722 4,335,413 186,035 4,521,449
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ―
2025年９月30日残高 4,109,722 4,335,413 186,035 4,521,449

株 主 資 本
利 益 剰 余 金

利益準備金
その他利益剰余金 利益剰余金

合 計別途積立金 繰越利益剰余金
2024年10月１日残高 21,500 9,900,000 10,212,386 20,133,886
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,147,838 △1,147,838
当 期 純 利 益 1,919,170 1,919,170
自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― 771,332 771,332
2025年９月30日残高 21,500 9,900,000 10,983,719 20,905,219

株 主 資 本 評価・換算差額等
純資産
合 計自己株式 株主資本

合 計
その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計
2024年10月１日残高 △1,185,939 27,579,119 566,727 ― 566,727 28,145,847
事業年度中の変動額
剰 余 金 の 配 当 △1,147,838 △1,147,838
当 期 純 利 益 1,919,170 1,919,170
自 己 株 式 の 取 得 △60 △60 △60
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額) 188,337 2,630 190,968 190,968

事業年度中の変動額合計 △60 771,271 188,337 2,630 190,968 962,240
2025年９月30日残高 △1,185,999 28,350,391 755,065 2,630 757,696 29,108,087
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準および評価方法

関係会社株式及び関係会社出資金 総平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの 時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。）

市場価格のない株式等 総平均法による原価法

2. デリバティブ取引により生じる債権および債務の評価方法

時価法

3. 棚卸資産の評価基準および評価方法

商品及び製品、仕掛品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品 月別総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

4. 固定資産の減価償却方法

（1）有形固定資産

（リース資産を除く）

機械装置については定額法、その他の資産については定率法を採用しております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 15〜38年

機械及び装置 ５年

（2）無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。

（3）リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

5. 引当金の計上基準

（1）貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上しております。

（3）役員株式給付引当金 株式交付信託による役員への当社株式の交付に備えるため、株式交付規程に基づき、役員に付

与されたポイントに応じた株式の交付見込額を計上しております。

6. 収益及び費用の計上基準

当社は大型フォトマスクの設計・製造・販売を主な事業内容とし、国内取引については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転され

る時までの期間が通常の期間であるため、出荷時に収益を認識しております。海外取引については、国際規則に定められた貿易取引条件

に基づき、リスク負担が顧客に移転したときに収益を認識しております。なお、顧客との合意に基づく支払条件により支払を受けており

ます。

7. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

8. ヘッジ会計の方法

（1）ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約について、振当処理の要件を満たしている場合には、振当処理を採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 為替予約

ヘッジ対象 外貨建予定取引
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（3）ヘッジ方針

外貨建予定取引の為替変動リスクを回避する目的で為替予約を行っております。

（4）ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、

その変動額の比率によって有効性を評価しております。

9. その他計算書類作成のための重要な事項

記載金額の表示 千円未満を切り捨てて表示しております。

Ⅱ．会計方針の変更に関する注記

（「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用）

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等

を当事業年度の期首から適用しております。

法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20−３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。な

お、当該会計方針の変更による計算書類への影響はありません。

Ⅲ．会計上の見積りに関する注記

（繰延税金資産の回収可能性）

（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 122,059千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社では、繰延税金資産は将来の合理的な課税所得の見積額に基づき、回収可能性が認められる金額を計上しております。繰延税金

資産の回収可能性における重要な仮定は、事業環境や市場環境等を考慮した事業計画を基礎とする課税所得の見積りであります。

今後、課税所得の見積りの基礎となる事業環境等の変化により、課税所得の見積りに変化が生じた場合、回収可能性が認められる繰

延税金資産の金額が変動する結果となり、税金費用が増加もしくは減少し、翌事業年度の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす

可能性があります。

Ⅳ．貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 33,294,967千円

2. 関係会社に対する金銭債権債務

短期金銭債権 661,088千円

短期金銭債務 153,470千円

3. 担保資産

担保に供している資産

建物 702,874千円

構築物 9,743千円

土地 427,400千円

計 1,140,018千円

（注）当事業年度末において対応する債務はありません。

Ⅴ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引

売上高 1,858,682千円

仕入高 83,133千円

その他の営業取引高 231,880千円

営業取引以外の取引高 47,078千円
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Ⅵ．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当事業年度末

普通株式 984,172株 21株 ―株 984,193株

役員向け株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式（当事業年度期首146,400株、当事業年度末146,400株）が自己株式に含まれておりま
す。
（変動事由の概要）

自己株式の普通株式の増減数の内訳は以下のとおりであります。

単元未満株式の買取による増加 21株

Ⅶ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払費用 100,775千円

未払事業税 24,918千円

棚卸資産評価損 104,413千円

貯蔵品 104,094千円

減価償却費 181,973千円

投資有価証券評価損 20,381千円

役員株式給付引当金 56,231千円

その他 38,980千円

繰延税金資産小計 631,768千円

評価性引当額 △192,652千円

繰延税金資産合計 439,116千円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △315,902千円

その他 △1,154千円

繰延税金負債合計 △317,056千円

繰延税金資産の純額 122,059千円

（表示方法の変更）

前事業年度において、「繰延税金資産」の「その他」に含めておりました「役員株式給付引当金」（前事業年度45,891千円）について

は、当事業年度より区分掲記することとしております。

Ⅷ．関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

種 類 会社等の
名 称

議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引内容 取 引 金 額 科 目 事業年度末

残 高

子会社 頂正科技股份
有限公司

（所有）
直接100％

販売等
役員の兼任 販売 1,734,414千円 売掛金 634,137千円

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
販売につきましては、市場価格等を勘案して決定しております。

Ⅸ．収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表 Ⅶ．収益認識に関する注記」に同一の内容を記載し

ておりますので注記を省略しております。
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Ⅹ．１株当たり情報に関する注記

1. １株当たり純資産額 2,803円11銭

2. １株当たり当期純利益 184円82銭
（注）株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する当社株式は、１株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式数から控

除する自己株式に含めております（当事業年度146,400株）。また、１株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において
控除する自己株式に含めております（当事業年度146,400株）。

Ⅺ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年11月10日

株式会社エスケーエレクトロニクス
取 締 役 会 御 中

ＰｗＣ Ｊａｐａｎ 有 限 責 任 監 査 法 人
京都事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵 圭 一 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 下 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社エスケーエレクトロニクスの2024年10月1日から2025年9月

30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注
記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社エ

スケーエレクトロニクス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査
法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容

に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連

結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示す

ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを

評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、
又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明する
ことが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、
企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する
ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任が
ある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年11月10日

株式会社エスケーエレクトロニクス
取 締 役 会 御 中

ＰｗＣ Ｊａｐａｎ 有 限 責 任 監 査 法 人
京都事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鍵 圭 一 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 下 大 輔

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社エスケーエレクトロニクスの2024年10月1日から2025

年9月30日までの第24期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並び
にその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類

等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査

法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算

書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること

が求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判

断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の

独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書
当監査等委員会は2024年10月１日から2025年9月30日までの第24期事業年度における取締役の職務の執行を

監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに

当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、監査室（内部監査グループ、内
部統制・コンプライアンス推進グループ）及びその他使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。
① 監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内
部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行に関する
事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において
業務及び財産の状況を調査いたしました。また子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の
交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受け、その業務及び財産の状況を調査いたしました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計
算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会の決議内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関
する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年11月10日

株式会社エスケーエレクトロニクス 監査等委員会
常勤監査等委員 前 野 隆 一 ㊞
監 査 等 委 員 中 野 雄 介 ㊞
監 査 等 委 員 佐々木 真一郎 ㊞
監 査 等 委 員 立 石 知 雄 ㊞
監 査 等 委 員 神 服 佐知子 ㊞

（注） 監査等委員中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄及び神服佐知子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外
取締役であります。

以 上
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